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 基準  

指定障害福祉サービス等の事業の運営については、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律以下、省令、告示、本市条例の定めのほか、厚生

労働省からの解釈通知等において求められた基準を満たす必要がある。  

   指定障害福祉サービス等の事業の運営にあたって必要な省令、岐阜市条例、解釈

通知については、以下のとおりとなっている。  

  

【運営に関する基準】  

  指定基準省令、岐阜市条例 解釈通知 

障害福祉サー

ビス  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成 18 年 9 月 29 日厚生労働省令第 171 号）  

 

岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成 24 年岐阜市条例第 64 号）  

障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準について（平

成 18 年 12 月 6 日障発第 1206001 

号）  

障害者支援施

設  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害者支援施設等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18

年 9 月 29 日厚生労働省令第 172 号） 

  

岐阜市指定障害者支援施設等の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年

岐阜市条例第 65 号）  

障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定

障害者支援施設等の人員、設備及び運

営に関する基準について（平成 19 年 

1 月 26 日障発第 0126001 号）  

地域相談支援  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定地域相談支援の事

業の人員及び運営に関する基準（平成 24 年 3

月 13 日厚生労働省令第 27 号） 

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく

指定地域相談支援の事業の人員及び

運営に関する基準について（平成 24

年 3 月 30 日障発 0330 第 21 号）  

計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定計画相談支援の事

業の人員及び運営に関する基準（平成 24 年 3

月 13 日厚生労働省令第 28 号） 

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく

指定計画相談支援の事業の人員及び

運営に関する基準について（平成 24

年 3 月 30 日障発 0330 第 22 号）  
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障害児通所支

援 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年 2

月 3 日厚生労働省令第 15 号） 

 

岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成 24 年岐

阜県条例第 82 号） 

児童福祉法に基づく指定通所支援の

事業等の人員、設備及び運営に関する

基準について（平成 24 年 3 月 30 日

障発第 0330 第 12 号） 

障害児相談支

援 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準（平成 24 年 3 月

13 日厚生労働省令第 29 号） 

児童福祉法に基づく指定障害児相談

支援の事業の人員及び運営に関する

基準について（平成 24 年 3 月 30 日

障発 0330 第 23 号） 

  

 

【報酬の算定に関する基準】  

  報酬告示  留意事項通知  

指定障害福

祉サービス  

障害者支援

施設  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成 18 年 

9 月 29 日厚生労働省告示第 523 号）  

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費用の

額の算定に関する基準等の制定に伴

う実施上の留意事項について（平成 

18 年 10 月 31 日障発第 1031001 

号）  

地域相談支

援（地域移行

支援及び地

域定着支援）  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定地域相談支援

に要する費用の額の算定に関する基準（平成 

24 年 3 月 14 日厚生労働省告示第 124 号） 

計画相談支

援  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定計画相談支援

に要する費用の額の算定に関する基準（平成

24 年 3 月 14 日厚生労働省告示第 125 号） 

障害児指定

通所支援 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該

当通所支援に要する費用の額の算定に関する

基準（平成 24 年 3 月 14 日厚生労働省告示

第 122 号） 

児童福祉法に基づく指定通所支援及

び基準該当通所支援に要する費用の

額の算定に関する基準等の制定に伴

う実施上の留意事項について（平成

24 年 3 月 30 日障発 0330 第 16 号） 
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障害児相談

支援 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要

する費用の額の算定に関する基準（平成 24 年 

3 月 14 日厚生労働省告示第 126 号） 

 

  

【地域生活支援事業】  

 岐阜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平

成 18年岐阜市規則第 27号） 

 岐阜市地域生活支援事業の事業者登録に関する基準を定める要綱 

 岐阜市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 24年

岐阜市 12月 25日条例第 68号) 

岐阜市地域生活支援給付費支給地域生活支援事業実施要綱 

 

就労継続支援Ａ型事業について 

 就労継続支援Ａ型事業について、適正な事業運営が行われるよう、障害者総合支援

法施行規則及び基準省令等が改正され、平成 29年 4月 1日から施行されました。 

 

指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱

いについて 

 

指定就労継続支援Ａ型における適正な運営のため、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。）

の一部を改正する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

規則等の一部を改正する省令（平成29年厚生労働省令第５号。以下「指定基準改正省

令」という。）が平成29年2月9日に公布されるとともに、「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準について」（平成18年12月6日障発第1206001 号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指定基準解釈通知」という。）の一部改

正通知を平成29年3月30日に発出されましたが、指定基準の見直しに関する具体的な取

扱い及び事業者指定に関する取扱い等については、下記のとおりとし、平成29年4月1

日から適用されました。 

 

１． 指定基準の見直しについて 

 

（１）指定基準第191条第３項に係る取扱い（就労継続支援Ａ型計画の作成） 

指定基準第191条第３項の趣旨を踏まえ、指定就労継続支援Ａ型事業者は、以下の
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内容を含めた就労継続支援Ａ型計画（指定基準第197条に規定する就労継続支援Ａ型計

画をいう。以下同じ。）を作成する必要があります。 

○ 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等 

○ 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標 

○ 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容 

なお、就労継続支援Ａ型計画の記載内容が、一人一人の利用者の希望を踏まえず、

画一的なものとなっている場合や、記載内容に虚偽がある場合等には、指定基準第191 

条第３項の趣旨に反していることから、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消しや

停止を検討する場合もあります。 

 

（２）指定基準第192条に係る取扱い（経営改善計画書の作成等） 

指定基準解釈通知第11の３の（４）に係る取扱いについては、指定基準第192条第

２項を満たさない場合、経営改善計画書等とともに必要に応じて社会福祉法人会計基

準又は就労支援事業会計基準に基づく会計書類等を提出させ、原則として、1年間の経

営改善のための猶予期間とします。 

事業者が経営改善計画書を作成した場合には、計画始期から1年を経過した後に、

その実行状況と経営改善状況を確認いたします。計画終期において事業者が指定基準

を満たさない場合であっても、生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産

活動に係る事業に必要な経費が減少しており、今後、収益改善の見込みがあると認め

る場合には、更に1年間の経営改善計画を作成していただきます。 

こうした2年間の経営改善期間内で指定基準第192条第２項を満たさない場合であ

っても、今後も経営の改善が見込まれると認める場合であって、以下のいずれかの条

件を満たす場合には更なる経営改善計画書等を作成いただきます。 

○ 経営改善計画期間中に生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産活動 

に係る事業に必要な経費が減少しており、収益改善が認められる 

○ 利用者の平均労働時間が長くなっている 

○ 利用者に支払う賃金総額が増えている 

※ただし、経営改善の見込みがない場合又は再計画の結果、指定基準を満たさない

場合には、勧告・命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討いたします。 

また、収益改善のために利用者の退所や賃金の引き下げ等を不当に行うことが就労

継続支援Ａ型事業の趣旨に反するものであることに鑑み、指定就労継続支援Ａ型事業

所が提出した経営改善計画書が上記の趣旨に照らして適正でない場合、再提出を求め

ることがあります。 

経営改善計画の実施後、収益改善の要因としてこれに類するものが認められる場合

も、同様の趣旨から収益改善があったものと認めません。 

さらに、指定基準第192 条第２項に違反しているが、経営の改善が見込まれると認

められるため、経営改善計画書の提出を求めたにもかかわらず、経営改善計画書を作

成しない場合や、当該計画書の記載内容に虚偽がある場合には、指定基準第192 条第

２項に違反するものとして、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検

討いたします。 

 

（３）指定基準第196条の２に係る取扱い（運営規程） 

指定基準第196条の２に規定する運営規程において、新たに主な生産活動の内容、 
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利用者の労働時間、月給、日給又は時間給について記載することとなるため、指定基

準改正省令の施行後においては、就労継続支援Ａ型事業所の新規指定時に、必ず上記

内容が記載された運営規程を提出いただき、既存事業所についても、施行後概ね3ヵ月 

を目途に、上記内容が記載された運営規程を提出いただきます。 

※運営規程の作成・提出を行わない場合や、運営規程の記載内容に虚偽がある場合

等には、指定基準第196条の２に違反するものとして、勧告、命令の措置を講じ、指定

の取り消し又は停止を検討いたします。 

 

２ 新規指定時の取扱いについて 

就労継続支援Ａ型事業者の新規指定時には、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第34条の17に掲げ

る事項を記載した申請書類を提出することとなっていますが、就労の機会の提供にあ

たり、収益性の低い仕事しか提供しない事例も指摘されていることから、生産活動に

係る事業の収入（就労支援事業収益）から生産活動に係る事業に必要な経費（就労支

援事業活動経費）を控除した額により利用者に対する最低賃金を支払うことができる

事業計画となっていることを指定申請時の事業計画書に必ず反映させてください。 

なお、指定基準に違反する事項がある場合には、勧告、命令の措置を講じ、指定の

取り消し又は停止を検討いたします。 

ただし、事業開始時には減価償却費が高額な場合等もあることから、今後明らかに

収益改善が見込まれると認める場合には、経営改善計画書を提出いただき、原則とし

て、1年間の経営改善のための猶予期間とします。 

2年目以降も経営改善計画書について作成を依頼する場合は、既存事業所の取扱い

と同様といたします。 

 

３ 指定就労継続支援Ａ型事業所に係る情報公表について 

指定就労継続支援Ａ型事業所については、近年、全国的に急激な事業所の増加が認

められますが、必ずしも事業趣旨に沿わない不適切な運営事例が指摘されていること

を踏まえ、指定就労継続支援Ａ型事業所の利用を考えている障害者やその家族等が適

切な事業所を選択できるよう、特に指定就労継続支援Ａ型事業所に対しては、以下の

情報を情報公表制度などを利用してホームページでの公表をお願いします。 

① 貸借対照表、事業活動計算書（損益計算書、正味財産増減計算書等を含む。）、就

労支援事業活動計算書、就労支援事業別事業活動明細書 

② 主な生産活動の内容 

③ 平均月額賃金（工賃） 

 

 勤務体制の確保等   

【該当するサービス種別】全てのサービス  

 

【市条例第 35条】他  
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指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指

定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

 

【取扱い上の留意点】  

１ 勤務予定表を事業所ごとに作成すること。 

２ 勤務予定表に、管理者の勤務予定が記載されている。 

３ 人員基準が満たされているか確認している。 

４ 勤務予定表に勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係が記載されている。 

５ 勤務（サービス提供）の実態を反映したものを作成すること。  

勤務表で定めた体制と勤務の実態が乖離している場合は、速やかに適正な勤務表 

が作成されるよう必要な見直しを行うこと。  

６ 研修が計画されている。（研修への参加の機会を計画的に確保する。） 

７ 研修の実施記録を保管すること。（従業者に実施又は参加させた研修について

は、その記録を残すようにし、他の従業者がその内容を閲覧できるようにする。） 

 

 衛生管理等   

【市条例第 93条】他  

１ 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要と

なる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。  

２ 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

【取扱い上の留意点】  

○厚生労働省等が作成する各種対策マニュアル（例：高齢者介護施設等における感

染対策マニュアル）や季節ごとに発出される通知等に留意し、常に必要な措置を

講じておくこと。  

措置の例：消毒設備・備品等の準備、空調設備等による適温の確保、手洗いの励行

等、共用タオルの廃止等  

○インフルエンザ等感染症により集団感染のおそれがある場合、特に教育委員会や

学校が休校を発表した場合は、子どもの安全確認のため、休所とする等適切に対

処するとともに保護者、学校等関係機関・団体との連絡体制を構築しておくこと。 
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 人員基準の確認   

【該当するサービス種別】全てのサービス  

 

 【取扱い上の留意点】（日中活動、入居・入所施設の場合）  

（１）利用者数の算出  

【 前 年 度 の 利 用 者 の 数 の 平 均 値  ＝ 前 年 度 の 延 べ 利 用 者 数 ÷前 年 度 開 所 日 数  】 

（２）従業者の常勤換算数の算出  

非常勤の従業者の勤務時間数の合計を常勤の従業者が勤務すべき時間で除し、非

常勤の従業者の常勤換算数を適切に算出すること。  

 

 会計の区分について   

【該当するサービス種別】全てのサービス  

 

【市条例第 43条】他 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

【取扱い上の留意点】  

○事業所ごと、サービスごとに会計と区分すること。 

○居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等が一体的に実施されている事業所、

または、介護保険事業と障害福祉サービス事業が一体的に実施されている事業所、

多機能型事業所や入所施設に併設している短期入所事業所についても、サービス種

別ごとに収入だけでなく、支出も区分すること。共通的に必要となる事務的な経費

（光熱水費、事業所賃貸借料等）については、収入割、人員割、面積割等の按分で

支出を区分してください。 

○就労系については、次ページの「就労支援事業会計について」及び「就労支援の事

業の会計処理の基準」（平成 18年 10月 2日社援発第 1002001号）を参照のこと。 

期  間  平均利用者数として用いる値  

新規・新設・増床（6 ヶ月未満）  利用定員の９０％  

６ヶ月～１年未満  直近６ヶ月の平均利用者数  

１年以上  前年度の平均利用者数  

減少（3 ヶ月以上） 3 ヶ月の平均利用者数 
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 就労支援事業会計について   

利用者に就労の機会を提供している事業所において、その生産活動の収支を把握す

るため及び利用者へ賃金又は工賃を支給する際に必要な会計 

 

【該当するサービス種別】就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援 

※ 生活介護事業所等で生産活動を実施する場合、就労支援事業の会計処理の基準により経理することができる。 

 

【計算書類の参考様式名】 

一般の民間法人 
①就労支援事業損益計算書 

②就労支援事業別損益明細書 

又は 

一定の要件を満たす場合 

⑤就労支援事業明細書 
 

③就労支援事業製造原価 

明細書 

④就労支援事業販管費 

明細書 

医療法人 
①就労支援事業損益計算書 

②就労支援事業別損益明細書 

ＮＰＯ法人 
①就労支援事業事業活動計算書 

②就労支援事業別事業活動明細書 

公益法人 
①就労支援事業正味財産増減計算書 

②就労支援事業別正味財産増減明細書 

社会福祉法人 ②就労支援事業別事業活動明細書 

 

【根拠通知】 

〇社会福祉法人以外の法人の場合 

・「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について（平

成２５年１月１５日社援発０１１５第１号厚生労働省社会・援護局長通知） 

・「就労支援の事業の会計処理の基準」の改正に係る留意事項等の説明（平成２５

年１月１５日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課作成） 

〇社会福祉法人の場合 

・「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについ

て」（平成２８年３月３１日雇児発０３３１第１５号、社援発０３３１第３９号、

老発０３３１第４５号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、

老健局長連名通知）２５附属明細書について 

 

【取扱い上の留意点】 

○「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づき、就労支援事業を他の事業と区分し

て経理するとともに、必要な計算書類を作成し、適宜の勘定科目をもって会計処理

を行うこと。 
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 個別支援計画の作成について（訪問系）   

【該当するサービス種別】居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

 

【市条例第 28条】他  

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同

居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければなら

ない。 

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実

施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

 

【留意事項通知】  

指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、

当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定

されることに留意する必要がある。 

なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービ

ス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必

要であること。 

 

【取扱い上の留意点】  

○報酬算定にあたっては、実際に要した時間により算定されるのではなく、個別支援

計画にある時間に基づき算定されることに留意すること。実際の提供時間と計画が合

致しないときは、速やかに計画を見直すこと。 

 

個別支援計画の作成について（日中活動系・居住系・障害児通所支援） 

【該当するサービス種別】療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生

活訓練）、就労移行支援、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型、共同生活援助、障

害者支援施設、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

 

【市条例第 61条】他  

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療

養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項に規

定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 
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６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利

用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利

用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）

を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要

に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

 

【取扱い上の留意点】  

○個別支援計画の作成にあたっては原案を作成し、原案について会議を開催し、検討

の記録を残すこと。 

○定期的にモニタリングを行い、結果を記録すること。そのうえで、少なくとも 6月 

（自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、自立生活援助、就労定着支援は 3

月）に 1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うこと。 

 

 個別支援計画への位置づけが必要な加算  

 ・夜間支援等体制加算(Ⅰ） 

 ・日中支援加算 

 ・入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算 

 ・帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算 

 ・訪問支援特別加算 

 ・施設外就労加算 

 ・緊急時対応加算 

 ・移行準備支援体制加算（Ⅱ） 

・地域生活移行個別支援特別加算 

・家庭連携加算 

・事業所内相談支援加算 等 

 

 【取扱い上の留意点】  

  これ以外にも個別支援計画の位置づけが必要な加算がありますので、加算を請求

される際には、必ず算定要件を確認してください。また、個別支援計画の同意が遅

れますと、同月以前の加算は算定できなくなります。 
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 計画相談支援の具体的取扱方針  

【該当するサービス種別】計画相談、障害児相談  

 

【計画相談支援基準省令第 15条】※障害児相談支援も概ね同様 

指定計画相談支援の方針は、第２条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるとこ

ろによるものとする。 

（１）指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及

びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

（２）指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよ

うに説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を

通じて行うものとする。 

２ 指定計画相談支援における指定サービス利用支援の方針は、第２条に規定する基本方針

及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

（１）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏ま

えて作成するよう努めなければならない。 

（２）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常

生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計

画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

（３）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般

を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障

害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による

自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう

努めなければならない。 

（４）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等による

サービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指

定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はそ

の家族に対して提供しなければならない。 

（５）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評

価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

支援する上で解決すべき課題等の把握（以下この項において「アセスメント」という。）

を行わなければならない。 

（６）相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及

びその家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の

趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 
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（７）相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定

障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメ

ントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の

組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、

生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉

サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第５条第

２１項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計

画案を作成しなければならない。 

（８）相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法

第１９条第１項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サ

ービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により

利用者等の同意を得なければならない。 

（９）相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計

画案を利用者等に交付しなければならない。 

（１０）相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用

計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他

の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議（相談支援専門員がサービス

等利用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サ

ービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。

以下同じ。）の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとと

ともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。 

（１１）相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容に

ついて、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければ

ならない。 

（１２）相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計

画を利用者等及び担当者に交付しなければならない。 

３ 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援（法第５１条の１７第１項第２号

に規定する指定継続サービス利用支援をいう。）の方針は、第２条に規定する基本方針及び

前２項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

（１）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的な評価を含む。次号及び第３０条第２項第２号ニにおい

て「モニタリング」という。）を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サ

ービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支

給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、

支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。 

（２）相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス

等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第５条第２１項に規定する厚
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生労働省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、そ

の結果を記録しなければならない。 

（３）前項第１号から第７号まで及び第１０号から第１２号までの規定は、第１号に規定す

るサービス等利用計画の変更について準用する。 

（４）相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合にお

いても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又

は利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害者支

援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

（５）相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとす

る利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行でき

るよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。 

 

【取扱い上の留意点】 

○相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、

利用者及びその家族に面接しなければなりません。また、居宅等とは居宅、グルー

プホーム、障害者支援施設、精神科病院のことを言います。日中活動系事業所での

アセスメントが可能だったのは、平成２８年３月末までの暫定措置でしたので、現

在アセスメントを行う場所は居宅等となっておりますのでご注意ください。 

○障害児へのアセスメントについては、必ず障害児の居宅を訪問し、障害児及びその

家族に面接して行うこととなっております。 

○サービス等利用計画案について、利用者等への説明及び文書による同意は必須とな

っています。このことは、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用

者の意向の反映の機会を保障する上で重要な事ですので、必ず行ってください。 

○相談支援専門員は、サービス等利用計画案及びサービス等利用計画を作成した際に

は、遅滞なく利用者等に交付しなければなりません。また、サービス等利用計画を

作成した際には、福祉サービス等の担当者にも遅滞なく交付しなければなりません。 

○サービス担当者会議等の記録は５年間保存することになっています。 

○相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、サービス等利用計画の作成後にお

いても、利用者及びその家族、福祉サービスの事業を行う者等との連絡を継続的に

行ってください。また、モニタリング期間ごとに利用者の居宅、精神科病院又は障

害者支援施設で面接を行い、その結果を記録する必要があります。 

○モニタリングについては、日中活動系事業所では行えませんので留意してください。 
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 サービス等利用計画と個別支援計画の関係  

○サービス等利用計画（障害児支援利用計画）：相談支援専門員作成、総合的な援助

方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検

討し、作成される本人の総合的な支援計画。 

 

○個別支援計画（児童発達支援計画）：サービス提供責任者・サービス管理責任者・

児童発達支援管理責任者作成、サービス等利用計画を踏まえ、障害福祉サービス

等事業所が提供するサービスの適切な支援内容を検討し、作成されるサービス提

供の具体的な支援計画。 

 

【取扱い上の留意点】 

 サービス等利用計画と個別支援計画との間に食い違いがないよう、サービス担当者

会議等を利用して調整しておく必要があります。相談支援専門員は交付する際に、計

画の趣旨及び内容等について十分説明し、担当者との共有、連携を図ったうえで、各

担当者が自ら提供する福祉サービス等の当該計画における位置づけを理解できるよう

に配慮する必要があることとされているため、サービス提供責任者等は相談支援専門

員と十分連携をとること。 

 また、相談支援専門員はサービス等利用計画を作成した際は利用者等及び福祉サー

ビス担当者に交付しなければならないことになっているので、障害福祉サービス等事

業所は相談支援専門員からサービス等利用計画を受けとっていない場合は、入手する

こと。 

 

 サービスの提供の記録  

【該当するサービス種別】計画相談及び児童相談以外の全て  

【市条例第 21条】他 

１  指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。  

２  指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等か

ら指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。  

 

【取扱い上の留意点】  

○サービスを提供した際には、サービスの提供日、サービスの具体的内容、実績時間

数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、サービスの提供の都度記

録し、利用者（保護者）の確認を求めること。  

○利用者の確認に際しては、原則、自署又は押印を求めること。  
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○療養介護、施設入所支援（利用者が当該施設において一体的に利用する日中活動サ

ービスを含む）、共同生活援助（外部サービス利用型を含む）の提供については、

一定期間経過後であっても利用者の確認が困難ではなく、外泊など通常と異なる利

用が生じた場合はその都度確認するといった方法を併用することで対応が可能と

判断される場合は、一月分を月末又は翌月初旬に一括して記録し確認を求めても差

し支えない。  

○算定時間、報酬区分等について、「サービス提供実績記録票」を用いた確認を実施す

ること。  

○事業所等においては、個別支援計画等の実施状況を把握・確認するために、別途サ

ービス提供の詳細に係る記録（日報・日誌等）を作成すること。  

 

【通院等介助の記録について】 

通院等介助については、「提供日」、「実績時間数」のみならず、「移動先」、「移動手

段」、「移動（運転）時間」、「院内介助内容」、「院内介助（診察・待合）時間」等、算

定対象時間と算定対象外時間の区別を明確にするために必要な事項を記載してくださ

い。なお、外出を伴う支援を行う場合も同様の記録が必要になります。 

「平成 20年 4月以降における通院等介助の取扱いについて」（平成 20年 4月 25日

障障発第 0425001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知） 

 

【移動支援・行動援護・同行援護等の外出支援に係るサービス提供記録について】 

 「目的」、「目的地」、「行き方（移動手段）」、「移動時間」、「滞在時間」等、また、利

用者からの預り金、支払金、残金等必要な記録を残すこと。 

 

 介護（訓練等）給付費等の額に係る通知等   

【該当するサービス種別】全てのサービス  

【市条例第 25条】他  

指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給

付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る

介護給付費の額を通知しなければならない。  

 

【取扱い上の留意点】  

○本来の受領者である利用者に対して、代理受領の金額等を書面による通知を行う。 

○通知に際しては定められた様式はないが、わかりやすさや事業所の実務に併せた様

式を作成して通知すること。  

○通知は介護（訓練等）給付費等の支払いを受けた後に実施すること。 
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 記録の整備   

【該当するサービス】全てのサービス  

 

【市条例第 44条】他  

指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておか

なければならない。  

指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の諸記録を整備し、当該 

指定居宅介護を提供した日から５年間保存しなければならない。  

 

【保管すべき書類】 

①従業者名簿、勤務記録、従業者の資格証の写し 

②就労規則及び雇用契約書 

③設備、備品記録 

④法人決算書類 

⑤消防計画及び避難訓練実施記録等 

⑥個別支援計画及び計画書作成の記録（サービス提供に関する計画書） 

⑦サービス提供の記録 

⑧支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 

⑨自立支援給付費の請求に関する書類 

⑩身体拘束等の記録 

⑪苦情の内容等の記録 

⑫事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録 

⑬送迎車両の運行記録 

⑭運営規程 

⑮指定申請書、変更届、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 

⑯県、市町村等への報告書類 

 

【取扱い上の留意点】 

○電子データで保存する場合は、必ずバックアップを取り、データの保護を図ってく

ださい。（紙文書を電子化することではなく、原本性の必要な文書は紙のまま保存して

ください。） 

○退所者の資料も保存期間内は廃棄しないこと。 
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 従業者の要件について   

同行援護のサービス提供責任者及び従業者の要件について 

【該当するサービス】同行援護 

 

（１） サービス提供責任者 

同行援護のサービス提供責任者は、次の①又は②の要件を満たす者であって、 

同行援護従業者養成研修（一般課程＋応用課程）の修了者 

①介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者 

②居宅介護職員初任者研修課程修了者で３年以上の実務経験 

 

（２）従業者 

 同行援護の従事者は、次の①又は②のいずれかに該当する者 

①同行援護従業者養成研修（一般課程）の修了者 

②居宅介護従事者の要件を満たし１年以上視覚障害に関する実務経験がある者 

 

行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件について 

【該当するサービス】行動援護 

 

（１）サービス提供責任者 

【原則】 

 ・「行動援護従事者養成研修修了者」＋「知的障害児者または精神障害者の直接支

援 3年（540日）以上」 

 

【経過措置】H27.4.1～R3.3.31 

 ・「居宅介護従業者の要件」＋「知的障害児者または精神障害者の直接支援 5年（900

日）以上」 

 

（２）従業者 

【原則】 

・「行動援護従業者養成研修修了者」＋「知的障害児者または精神障害者の直接支

援 1年（180日）以上」 

  

【経過措置】 H27.4.1～R3.3.31 

・「居宅介護従業者の要件」＋「知的障害児者または精神障害者の直接支援 2年（360

日）以上」 
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○該当する事業所は、経過措置期間が終了するまでに、行動援護従業者養成研修を受

講してください。 

○岐阜県では、「強度行動障がい支援者養成研修（基礎・実践研修）」の実施に伴い、

「行動援護従業者養成研修」は実施していませんのでご留意ください。 

「行動援護従業者養成研修」の修了が必要な方は、「強度行動障がい支援者養成研修（基

礎研修及び実践研修）」を受講してください。 

 

 防犯対策について   

 平成２８年７月２６日に神奈川県相模原市の障害者支援施設において多数の入所者

が殺傷されるという痛ましい事件が起きたことを受け、施設、事業所における防犯対

策の徹底が求められています。 

（１）防犯設備・備品の設置について 

・さすまた、催涙スプレー等の備品等の設置 

 

（２）防犯訓練の実施について 

・職員の防犯意識の向上のため、防犯訓練に加え、日頃の朝礼、職員会議、研修、打

ち合わせ等において、防犯上の課題を確認 

 

（３）地域との連携体制の強化について 

・不審者情報の提供や、イベント開催時における防犯への協力など、地域との連携 

 

（４）適切な職員管理 

・健康診断、ストレスチェックや個別面談の実施等、適切な職員の健康管理を促進 

・適切な支援を行うためのスキンシップ研修や、職員のモチベーション向上につなが

る研修を実施 

 

※出入口の施錠や施設、事業所内の巡回等、防犯対策の徹底に努める。 

 

 身体拘束等の禁止  

【該当するサービス】療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練（機

能訓練）、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 A、

就労継続支援 B、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイ

サービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 
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【市条例第 76条】他  

指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。) を行ってはならない。 

指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録し

なければならない。 

 

【身体拘束とは】 

・徘徊や転落を防ぐため、車いすやベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

・自分で降りられないように、ベッドを柵等で囲む。 

・点滴等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機

能を制限するミトン型の手袋等を付ける。 

・脱衣等を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。など 

 

【身体拘束を行う場合】 

○ 身体拘束等の必要性が個別支援計画に位置づけられていること。 

○ 利用者及び保護者の同意を得ていること。（個別支援計画の見直しの都度、同意を

とることが望ましい。） 

○実施する身体拘束等の態様、実施理由、時間、利用者の状況等を記録すること。（支

援の記録の中に混同しないよう分けて記載する等、分かりやすく記録する。） 

 

※なお、身体拘束等に係る記録をしていない場合については、基本報酬が減算されま

す。(身体拘束廃止未実施減算 5 単位／日) 

 

 

 業務管理体制の届出について  

【該当するサービス】地域生活支援事業以外の全て 

 

 平成２４年４月１日の障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）及び児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）の改正により、障害者（児）施設・事業者による

法令順守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとと

もに、利用者又は入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、

各事業者に対し法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。 
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○実施内容の例 

 研修会の参加、職員研修、サービス実施内容・自立支援給付費等の請求のチェック

など。 

 

○届出先 

 届出先は以下の表のとおりです。 

区分 届出先 

（１）事業所等が２以上の都道府県に所在する

事業者 

厚生労働省（障害保健福祉部企画

課監査指導室） 

（２）特定相談支援事業又は障害児相談支援事

業のみを行う事業者であって、すべての事業所

等が同一市町村内に所在する事業者 岐阜市障がい

福祉課指導係 

市町村 

（３）（１）及び（２）以外の事業者 都道府県、中核市 

※（３）については、平成３１年４月１日より中核市に権限移譲されました。 

 

 各種申請等について ※別添資料参照  

岐阜市障がい福祉課ホームページにて下記を参考に必要な手続きを行うこと。 

  「指定障害福祉サービス事業等の申請手続き等について」 

「地域生活支援事業の変更届について」  

「指定障害児通所支援事業の申請手続き等について」 

変更届について 

 申請事項に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内 

再開・廃止・休止の各届出について 

 廃止及び休止の届出は１か月前までに、再開届けについては再開後１０日以内 

変更申請について 

 対象：生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等

デイサービス事業所の定員を増員する場合 

 毎月末日までに受け付け受理した申請について、審査の上、翌々月の１日付け承認

となります。 
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 介護給付費等算定に係る体制に関する届出  

サービス提供時の報酬の算定にあたっては、「（体制様式（総括表））指定障害福

祉サービス事業ごとの介護給付費等算定に係る体制等状況総括表」に掲げる事項に

ついて、新規に指定障害福祉サービス等の提供を行う場合及び届け出た体制に変更

があった場合、事前に岐阜市長に届け出る必要があります。 

資格証等の写しは、従前に提出している場合であっても、再度提出をお願いいた

します。 

○報酬の加算等（算定される単位数が増えるものに限る）の算定の場合 

・届出が毎月 15日以前になされた場合…翌月のサービス提供分から 

・届出が毎月 16日以降になされた場合…翌々月のサービス提供分から 

・前年度の実績等を踏まえて届け出る加算等の場合…４月のサービス提供分から 

○報酬の加算等がされなくなる場合 

・加算等が算定されなくなった事実が発生した日 

 

 自己評価結果等の公表について  

【該当するサービス】児童発達支援、放課後等デイサービス 

 

【県条例第 27条（抜粋）】他 

３ 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援

の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行

うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を

受けて、その改善を図らなければならない。 

一 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児

の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の

状況 

二 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

三 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

五 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要

な情報の提供、助言その他の援助の実施状況 

六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

七 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 
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５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価及び改善の内

容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

 

【取扱い上の留意点】 

○児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、「職員による事業所の支援の評

価」及び「保護者等による事業所評価」を踏まえ、事業所全体として自己評価を行い、

その自己評価結果による児童発達支援及び放課後等デイサービスの質の評価及び改

善の内容を１年に１回以上、利用者や保護者等に向けて、公表する必要があります。 

○質の評価及び改善に当たっては、「児童発達ガイドライン」「放課後等デイサービス

ガイドライン」を参考に作成してください。 

○自己評価結果未公表の場合、平成３１年４月１日から減算となります。 

 

 事故等の報告について  

指定事業者がサービス提供を行う事業所等において、事故・事件、食中毒・感染

症、施設入所者の行方不明・事故、送迎車の交通事故などが発生した場合には、速

やかに家族及び関係機関（消防署、警察署、市町村など）に連絡するとともに、岐

阜市障がい福祉課に報告してください。 

岐阜市への報告については、「指定障害福祉サービス等及び岐阜市地域生活支援

事業等における事故・事件発生時の報告取扱い基準」に規定されておりますので、

報告の範囲及び手順に関して確認し、適切に対応してください。 

基準及び報告書様式については、岐阜市障がい福祉課のホームページよりダウン

ロードできます。 

 

【参考】 

（１）事故発生時の対応について 

事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ事業者が定めておくこ

とが望まれます。 

（２）損害賠償保険への加入 

事業者は賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくことが望まれます。 

（３）再発防止策 

事業者は、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じなければな

りません。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関

する取り組み指針」（平成 14年 3月 28日福祉サービスにおける危機管理に関す

る検討会）が示されているので参考としてください。 
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 障害福祉サービス等情報公表制度について   

利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的と

した障害福祉サービス等情報公表制度が平成 30年 4月 1日に施行されました。 

障害福祉サービス事業所等の指定を受けている事業所については、例外なく全ての

事業所が情報登録及び申請を行うことが障害者総合支援法第76条の3により義務付け

られております。なお、同条には報告を行わなかった場合や虚偽の報告をした場合の

処分についても規定されております。 

そのため、情報公表がなされていない法人及び事業所におかれましては、速やかに

ご対応ください。  

 

＜情報登録の際の注意点＞ 

① パスワード及びＩＤにつきましては、各法人が岐阜市に報告していただいているメールアドレスに対し、独立

行政法人福祉医療機構から平成３０年６月末をめどに送付されております。再度ご確認ください。 

② 入力内容等の不備により、差戻しがなされている法人は、不備を解消いただき、再度、申請を行ってください。 

③ 既に、申請がなされている法人であっても、公表内容の追加・訂正等が発生した場合は、「差戻し依頼」をし

てください。（既に情報登録及び申請が完了していても、登録情報に変更が生じた場合には、その都度登録の

変更が必要です。） 

④ カテゴリの項目がㇾ点表示になるまで入力が必要です。（！表示となっている場合は入力漏れ等があるため、

ご注意ください。） 

⑤ 指定番号が一つであっても、複数の事業やサービスの指定を受けている事業所については、該当する全ての事

業、サービスに係る登録及び申請が必要となりますので、各事業所の事業、サービスの登録状況を必ずご確認

ください。 

例① ：居宅介護、重度訪問介護の指定を受けている→居宅介護、重度訪問介護それぞれの登録及び申請が必

要です。 

例② ：多機能型（就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）の指定を受けている→就労継続支援Ａ型、就労継

続支援Ｂ型それぞれの登録及び申請が必要です。 

例③ 共同生活援助の指定を受けている→複数の事業所において運営がなされている場合（ユニット、サテラ

イト）は、該当する全ての事業所について登録及び申請が必要です。 

⑥ パスワード及びＩＤが分からない場合は、岐阜市障がい福祉課指導係にご連絡ください。 

（パスワードは、独立行政法人福祉医療機構から通知されています。） 

⑦ 事業所詳細情報の登録及び申請手順については、以下の手順に従ってください。 

手順１．システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリックする。 

手順２．青色の「検索」ボタンをクリックし、事業所・施設を検索結果に表示させる。 

手順３．検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリックする。 

手順４．「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施する。 

手順５．すべてのカテゴリを入力完了後（ㇾ点表示）、「承認者へ申請する」のタブよ  

り入力内容の承認申請を実施する。 

手順６．入力した内容に変更等がある場合は、岐阜市障がい福祉課指導係に対し、差戻しの依頼をする。（再入力

が完了したら、再度、申請する。） 
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【届出に関する書類について】 

岐阜市ホームページ http://www.city.gifu.lg.jp/ 
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